
2024年9月末の概況

近畿ろうきんの概況（2024年9月末現在）

１  預金・貸出金の動向
預金残高は期首から147億円増加し、
2兆4,196億円となりました。

貸出金残高は期首から15億円減少し、
１兆5,380億円となりました。
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業務純益は、前年同期比3億29百万円減少し、22億91百万円となりました。
経常利益は、前年同期比3億円減少し、23億32百万円となりました。   
当期純利益は、前年同期比2億10百万円減少し、18億11百万円となりました。

（百万円）（百万円）

（億円）

名　　　称 ： 近畿労働金庫
　　　　　　登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号
所　在　地 ： 大阪市西区江戸堀1丁目12番1号
設　　　立 ： 1998年10月1日
代　表　者 ： 理事長　江川　光一

常勤役職員数 ： 1,112名（男569人、女543人）
店　舗　数 ： 近畿2府4県54店舗（インターネット近畿支店含む）
出　資　金 ： 159億39百万円
団体会員数 ： 6,398会員
間接構成員数 ： 158万人
格　付　け ： 「A」「（株）格付投資情報センター 2024年2月1日」
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目的
ろうきんは、

働く仲間がつくった
金融機関です

運営
ろうきんは、

営利を目的としない
金融機関です

運用
ろうきんは、

生活者本位に考える
金融機関です（　　　　　）基 本姿勢（　　　　　）パーパス

（社会的な存在意義）

３  自己資本比率

４  債権管理の状況

労働金庫法および金融再生法ベースの債権区分による開示
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（注）
1. 当金庫では、9月期決算を法定されていませんが、内部規程
に基づき、3月期本決算に準じた仮決算を行っています。
左記2024年9月末の自己資本比率は、この仮決算結果に
基づいて算定した概算値です。当金庫は、｢労働金庫法第
94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に
基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産
等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを
判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示
第7号) 」により、自己資本比率を算定しています。

2． 所要自己資本 ＝ リスク・アセット×４％

（単位：百万円）

労働金庫法および金融再生法ベースの開示債権比率は、総与信残高（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息、
仮払金等融資関連の全科目）に対して何らかの理由により当初の契約どおりに返済されていない等の与信額割合を表した
もので、この比率が低いほど健全性が高いことを示しています。

2024年3月末項　　目 2024年9月末
（概算値）

（単位：百万円）
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１．上記の計数は、労働金庫法に基づく開示項目および労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第2条に規定される
　 各債権区分により分類しています。
2．金額は単位未満四捨五入しています。

［開示債権比率］

総与信残高

開示債権額

2024年9月末 労働金庫法および
金融再生法ベースの開示債権比率

0.40％

自己資本比率は、金融機関の経営の健全性を判断する指標のひとつ
で、当金庫の2024年9月末の数値は10.41％となりました。国内基準
である4％を大きく上回っており、引き続き高い水準を維持しています。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危 険 債 権
要 管 理 債 権
 三 月 以 上 延 滞 債 権
 貸 出 条 件 緩 和 債 権
労働金庫法および金融再生法ベースの開示債権 合計（A）
正 常 債 権 （B）
総与信残高 （C）=（A）＋（B）

（A）／（C）

１．自己資本の構成に関する主な開示事項
コア資本に係る基礎項目の額
コア資本に係る調整項目の額
自己資本の額　　　　　　（Ａ－Ｂ）
リスク・アセット等の額の合計額

自己資本比率　   　　　　　（C÷D）
２．定量的な開示事項

信用リスクに対する所要自己資本の額
オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

所要自己資本の総額　　　　（Ａ＋Ｂ）
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（注） 

はたらく仲間を支える“助け合いの金融”を実践し、
誰もが安心して生活できる社会づくりに貢献する。


